
 
世田谷区契約における暴力団等排除措置要綱 

 

平成２４年２月２８日 

２３世経理第７０９号 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、区が締結する全ての契約（以下「契約」という。）から暴力団等の介入を排

除する措置について、必要な事項を定めるものとする。 

 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

（１）入札参加資格 世田谷区契約事務規則（昭和３９年３月世田谷区規則第４号。以下「規則」

という。）第５条第１項及び第２項の規定に基づき区長が定めた一般競争入札に参加する者

に必要な資格をいう。 

（２）入札参加資格者 入札参加資格を有する者をいう。 

（３）暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条

第２号に規定する暴力団をいう。 

（４）暴力団員等 暴力団の構成員及び暴力団の構成員でなくなった日から５年を経過しない者を

いう。 

（５）契約担当者 規則第２条第２項に規定する契約担当者をいう。 

 

（入札参加除外措置） 

第３条 区長は、入札参加資格者のうち別表各項に定める措置要件（以下「措置要件」という。）

に該当すると認められる者があるときは、当該各項に定める入札参加除外期間が経過するまでの

間、措置要件に該当すると認められる者といかなる契約も締結しない措置（以下「入札参加除外

措置」という。）をとるものとする。 

２ 区長は、入札参加除外措置をとるときは、世田谷区入札参加者等選定委員会規程（昭和４０年

４月世田谷区訓令甲第３５条）第１条に規定する世田谷区入札参加者等選定委員会（以下「委員

会」という。）の審議を経て決定するものとする。ただし、措置要件に該当することが明らかで

あるときは、この限りでない。 

３ 前２項の規定により入札参加除外措置をとるときは、世田谷区入札参加除外措置決定通知書

（第１号様式）により、当該入札参加除外措置を受ける者にその旨を通知するものとする。 

４ 第１項及び第２項の規定により入札参加除外措置をとったときは、当該入札参加除外措置を受

けた者（以下「入札参加除外者」という。）の商号又は名称、入札参加除外措置をとった理由及

び入札参加除外期間を公表するものとする。 

 

（入札参加除外措置の解除） 

第４条 区長は、別表に定める基本除外期間が経過した場合において、入札参加除外者が、入札参

加除外措置の解除を希望するときは、当該入札参加除外者に世田谷区入札参加除外措置解除申請

書（第２号様式。以下「申請書」という。）を提出させるものとする。 

２ 区長は、必要に応じ、措置要件に該当しなくなったことを証明する書面を申請書に添付させる

ものとする。 

３ 区長は、申請書を提出した入札参加除外者について、措置要件に該当しなくなったことを認め

るときは、委員会の審議を経て、入札参加除外措置を解除することができるものとする。 

４ 区長は、前項の規定により入札参加除外措置を解除したときは、世田谷区入札参加除外措置解

除決定通知書（第３号様式）により、申請書を提出した入札参加除外者にその旨を通知するもの

とする。  

 

（勧告措置） 

第５条 委員会は、区長が入札参加除外措置をとらない場合において、警視庁の意見及びこの要綱



の趣旨に照らして必要があると認めるときは、区長に対し、審議の対象となった入札参加資格者

に暴力団等を排除するための必要な措置をとることについて勧告することを助言することがで

きる。 

２ 前項の勧告は、世田谷区暴力団等排除措置に関する勧告書（第４号様式）により行うものとす

る。 

 

（入札参加資格の審査における排除） 

第６条 入札参加資格の審査にあたり、契約担当者は、措置要件に該当すると認められる者につい

て入札参加資格を認めてはならない。入札参加除外者についても同様とする。 

 

（一般競争入札からの排除） 

第７条 契約担当者は、入札参加除外者の一般競争入札への参加を認めてはならない。 

２ 契約担当者は、入札参加資格者が一般競争入札に参加し、落札した場合において、契約を締結

する日までに入札参加除外措置を受け入札参加除外者となったときは、当該契約の締結を行わな

いものとする。 

 

（指名競争入札からの排除） 

第８条 契約担当者は、規則第３６条の規定による指名競争入札に係る指名（以下「指名」という。）

にあたり、入札参加除外者を指名してはならない。 

２ 契約担当者は、指名を受けた入札参加資格者が指名競争入札の日までに入札参加除外措置を受

け入札参加除外者となったときは、当該指名を取り消し、その旨を当該入札参加除外者に通知す

るものとする。 

３ 契約担当者は、指名を受けた入札参加資格者が指名競争入札に参加し、落札した場合において、

契約を締結する日までに入札参加除外措置を受け入札参加除外者となったときは、当該契約の締

結を行わないものとする。 

 

（随意契約からの排除） 

第９条 契約担当者は、入札参加除外者を、随意契約の相手方としてはならない。ただし、当該随

意契約の目的及び内容から随意契約の相手方とする必要があると区長が認める場合は、この限り

でない。 

 

（下請負等の禁止等） 

第１０条 契約担当者は、契約の相手方が、入札参加資格の有無にかかわらず措置要件のいずれか

に該当する者（以下「措置要件該当者」という。）を下請負人（下請負（２次以降の下請負を含

む。）を受ける者をいう。以下同じ。）又は受託者（受託（２次以降の受託を含む。）を受ける者

をいう。以下同じ。）とすることを承認してはならない。 

２ 契約担当者は、契約の相手方が、措置要件該当者を下請負人又は受託者としているときは、当

該契約の相手方に対して、当該下請負人又は受託者との契約を解除するよう求めるものとする。 

 

（契約の解除） 

第１１条 契約担当者は、契約の相手方が入札参加除外措置を受けた場合に、当該契約の解除がで

きる旨及び違約金を請求する旨を契約書に定めておくものとする。 

 

（不当介入等に関する措置） 

第１２条 契約担当者は、契約の相手方が当該契約の履行にあたって、第三者から工事妨害等の不

当介入又は下請参入等の不当要求（以下「不当介入等」という。）を受けたときは、速やかに報

告を求めるとともに、警察へ届け出るよう指導しなければならない。 

２ 契約担当者は、契約の相手方が直接又は間接に指揮、監督等を行うべき下請負人又は受託者が

第三者から不当介入等を受けたときは、当該契約の相手方が当該下請負人又は受託者に対し報告

を求め、警察へ届け出るよう指導するように求めるものとする。 

３ 契約担当者は、契約の相手方並びに下請負人又は受託者が第三者から不当介入等を受け、当該

契約の履行の遅延等が発生する恐れがあると認められるときは、当該契約の相手方が前２項の規



定により適切な報告、届出又は指導を行ったと認められる場合に限り、必要に応じて、工程の調

整、履行期限の延長等の措置を講じるものとする。 

４ 区長は、契約の相手方が正当な理由なく第１項及び第２項に規定する報告、届出又は指導を怠

ったときは、世田谷区指名停止基準（平成７年３月２７日世経理発第２２１号）第１に規定する

指名停止を行うものとする。 

 

（共同企業体等への準用） 

第１３条 第３条から前条までの規定は、入札参加除外者を構成員とする共同企業体及び事業協同 

組合について準用する。 

 

（関係機関との連携） 

第１４条 区長は、警察等関係機関との密接な連携のもとに、この要綱の規定に基づく事務を行う

ものとする。 

２ 区長は、契約からの暴力団排除に関する合意書を警視庁との間に締結し、相互の連絡協議体制

を確立するものとする。 

 

（委任） 

第１５条 この要綱に定めのない事項又はこの要綱により難い場合は、区長は委員会の審議を経て

その措置を決定する。 

 

附 則 

１ この要綱は、平成２４年４月１日から施行する。 

２ この要綱の規定は、平成２４年４月１日以降に締結する契約について適用し、同日前に締結す

る契約については、なお従前の例による。 



別表（第３条関係） 
措 置 要 件 基本除外期間 入札参加除外期間 

１ 法人の役員等又は使用人が暴力団員等であ

るとき、又は暴力団員等が入札参加資格者の

経営に実質的に関与していると認められると

き。 

 

２ 法人の役員等又は使用人が、自社、自己若

しくは第三者の不正な利益を図り、又は第三

者に損害を加える目的をもって、暴力団の威

力又は暴力団員等を利用するなどしていると

認められるとき。 

 

３ 法人の役員等又は使用人が、暴力団又は暴

力団員等に対して資金等を供給し、又は便宜

を供与するなど積極的に暴力団の維持及び運

営に協力し、又は関与していると認められる

とき。 

 

４ 法人の役員等又は使用人が、暴力団又は暴

力団員等と社会的に非難されるべき関係を有

していると認められるとき。 

 

 

５ 法人の役員等又は使用人が、下請契約、資

材・原材料の購入契約その他の契約の締結に

あたり、当該契約の相手方が措置要件該当者

であると知りながら、当該契約を締結したと

認められるとき。 

 

６ 入札参加資格者が第５条の規定による勧告

を受けた日から１年以内に再度勧告を受けた

とき。 

 

入札参加除外措置をし

た日から２４箇月を経

過するまで 

 

 

入札参加除外措置をし

た日から２４箇月を経

過するまで 

 

 

 

入札参加除外措置をし

た日から１２箇月を経

過するまで 

 

 

 

入札参加除外措置をし

た日から１２箇月を経

過するまで 

 

 

入札参加除外措置をし

た日から１２箇月を経

過するまで 

 

 

 

再度勧告を受けた日か

ら１２箇月を経過する

まで 

基本除外期間を経過し、

かつ、措置要件に該当し

なくなったと認められ

るまで 

 

基本除外期間を経過し、

かつ、措置要件に該当し

なくなったと認められ

るまで 

 

 

基本除外期間を経過し、

かつ、措置要件に該当し

なくなったと認められ

るまで 

 

 

基本除外期間を経過し、

かつ、措置要件に該当し

なくなったと認められ

るまで 

 

基本除外期間を経過し、

かつ、措置要件に該当し

なくなったと認められ

るまで 

 

 

基本除外期間を経過し、

かつ、勧告に従ったと認

められるまでの期間 

備考 この表において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 

⑴ 法人の役員等 入札参加資格者である個人事業主並びに法人の代表者、役員（役員として登

記又は届出されていないが実質上経営に関与している者を含む。）及び支店又は営業所を代表

する者をいう。 

⑵ 使用人 入札参加資格参加者である個人事業主又は法人と雇用契約を締結している正社員

をいう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第１号様式（第３条関係） 

第     号 

 年  月  日 

          様 

 

世田谷区長名  □印 

 

世田谷区入札参加除外措置決定通知書 

 

 

入札参加除外措置をとることとしたので、下記のとおり通知します。 

 

記 

 

１ 入札参加除外措置決定日 

年  月  日 

 

 

２ 入札参加除外措置を行う理由 

世田谷区契約における暴力団等排除措置要綱（以下「要綱」という。）別表第 項に 

定める措置要件に該当すると認められるため。 

 

 

３ 入札参加除外期間 

入札参加除外措置決定日から  箇月が経過し、かつ、要綱別表に定める措置要件の

いずれにも該当しないと認められるまで。 

 

 

４ 入札参加除外措置の内容 

（１） 入札参加資格の審査にあたり、入札参加資格を認めません。 

（２） 一般競争入札への参加を認めません。 

（３） 指名競争入札への参加を認めません。 

（４） 全ての契約の相手方としません。 

（５） 既に締結済みの契約は解除し、契約条項に基づき違約金を請求します。 

（６） 区が締結する全ての契約の相手方の、下請負人（下請負（２次以降の下請負を含

む。）を受ける者をいう。）又は受託者（受託（２次以降の受託を含む。）を受ける者

をいう。）となることを認めません。



第２号様式（第４条関係） 

 年  月  日 

 

世田谷区長あて 

 

 

所在地 

名称 

代表者（代理人）氏名         ㊞ 

 

 

世田谷区入札参加除外措置解除申請書 

 

 

     年  月  日付  世  第  号により決定された入札参加除外措置 

について、下記のとおり解除を申請します。 

 

記 

 

１ 解除を申請する理由 

 

 

 

２ 措置要件に該当しなくなったことを証明する書類



第３号様式（第４条関係） 

第     号 

 年  月  日 

 

          様 

 

世田谷区長名  □印 

 

 

世田谷区入札参加除外措置解除決定通知書 

 

 

年  月  日付で申請のあった入札参加除外措置の解除について、 

下記のとおり解除することに決定したので、通知します。 

 

記 

 

入札参加除外措置を解除する日 

年  月  日 



第４号様式（第５条関係） 

第     号 

 年  月  日 

 

          様 

 

世田谷区長名  □印 

 

 

世田谷区暴力団等排除措置に関する勧告書 

 

 

暴力団等を排除するための必要な措置をとることについて、下記のとおり勧告します。 

 

記 

 

１ 勧告する理由 

 

 

 

 

 

２ 必要な措置 

  

 

 


